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建設工事入札参加資格審査申請要領
市内工事業者用・令和８年４月１日～令和９年３月３１日適用

秋田市および秋田市上下水道局が発注する建設工事の入札に参加しようとする方は、

下記の手順を一読し、必要書類を提出してください。

記

１ 受付対象業者

(1) 新規業者 令和７年度以降に登録したことがない者

(2) 更新業者 令和７年度以降に登録したことがある者のうち次の者

ア 新しい経営事項審査の取得により、登録を更新する者

イ 技術者数等の要件を満たしたことにより工種を追加する者

ウ 本要領２ページに記載の、主観的事項における加点対象審査項目に変更がある者

２ 受 付 期 間

令和８年度内随時

受付時間 午前８：３０～１２：００ 午後１：００～５：００

（ただし、土曜日、日曜日、祝日および市の休日を除く。）

毎月１日～１０日の申請分→申請月に審査をし、翌月１日から名簿登載

※１０日が休日等に当たるときは、直前の開庁日までの申請分

毎月１１日～末日の申請分→申請月の翌月に審査をし、翌々月１日から名簿登載

３ 提 出 先

〒０１０－８５６０

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎４階

秋田市役所総務部 契約課 工事契約担当

電話 ０１８－８８８－５４３８

４ 提 出 部 数

１部

５ 提 出 方 法

持参又は郵送

※ 郵送分は、契約課に到着した日をもって申請がなされたものとします。

なお、申請書類に不足等がある場合は、追加書類の提出日を申請日とします。

また、郵便料金に不足等がある場合は書類の受取りはできませんのでご注意くだ

さい。

６ 審査基準日

事業年度の終了日（決算日）

７ 有 効 期 間

名簿に登載された日から経営事項審査の有効期限（審査基準日から１年７か月）まで
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８ 申請できない者

(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規定による許可を取得していない者

(2) 契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ていない者

(3) 建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査で、申請する工種の総合評定

値の通知を受けていない者

(4) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は

常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者

(5) 小規模修繕契約登録を行っている者

※ 申請を行う者が秋田市小規模修繕契約希望者として登録しているときは、小規模

修繕契約希望者の取り下げを申し出てください。

９ 審 査 項 目

入札参加資格審査は、次に掲げる事項について行います。

(1) 客観的事項（経営事項審査の審査項目）

ア 経営規模

イ 経営状況

ウ 技術力

エ その他の審査項目（社会性等）

(2) 主観的事項

ア 有資格技術者数

イ 経営事項審査の審査対象事業年度における完成工事高又は平均完成工事高等

ウ 納税状況

エ 社会保険料納付状況

オ 加点対象審査項目

(ｱ) 品質マネジメントシステム（ＩＳＯ9001）認証取得状況

(ｲ) 環境マネジメントシステム（ＩＳＯ14001）認証、

環境マネジメントシステム（エコアクション21）認証

又は あきた環境優良事業所認定制度（ステップ２）認定の取得状況

→※上記の項目については、ＮＰＯ法人環境あきた県民フォーラムのホームペー

ジ等でご確認ください。http://www.eco-akita.org/

(ｳ) 労働安全衛生マネジメントシステム（ＩＳＯ45001）認証又は

建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS:コスモス）認証の取得状況

(ｴ) 建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）登録状況

(ｵ) 災害時対応に係る社会的貢献の活動実績

又は 災害発生時の復旧活動に関する協定締結状況

(ｶ) 秋田市消防団協力事業所の認定状況

(ｷ) 障がい者の雇用状況

(ｸ) 秋田県が実施する男女共同参画職場づくり事業における加点対象者認定状況

(ｹ) 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく企業認定状況

又は 秋田市元気な子どものまちづくり企業認定状況

(ｺ) 保護観察対象者等の協力雇用主としての登録状況

又は 保護観察対象者等の雇用状況

(ｻ) 秋田市エイジフレンドリーパートナーとしての登録状況
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10 審査基準

別表１（10～11ページ）のとおりとします。

11 秋田市資格審査の対象工種

次に掲げる２０工種について審査し、入札参加資格があると認められたものについて

登録を行います。

申 請 工 種 建 設 業 の 許 可

１ 一般土木工事 土木工事業

とび・土工工事業（吹付工事を除く)

２ 建築一式工事 建築工事業

３ 吹付工事 とび・土工工事業（吹付工事)

４ 電気工事 電気工事業

５ 管工事 管工事業

６ 鋼構造物工事 鋼構造物工事業

７ 舗装工事 舗装工事業

８ 一般塗装工事 塗装工事業（路面表示工事以外）

９ 路面表示工事 塗装工事業（路面表示工事）

10 機械器具設置工事 機械器具設置工事業

11 電気通信工事 電気通信工事業

12 造園工事 造園工事業

13 さく井工事 さく井工事業

14 水道施設工事 水道施設工事業

15 防水工事 防水工事業

16 内装仕上工事 内装仕上工事業

17 建具工事 建具工事業

18 清掃施設工事 清掃施設工事業

19 解体工事 解体工事業

20 管渠更生工事 土木工事業

12 技術者保有条件

別表２（12ページ）のとおりとします。
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13 提 出 書 類

新規業者…令和６年度以降に登録したことがない者

更新業者…令和６年度以降に登録したことがある者のうち次の者

・新しい経営事項審査の取得により、登録を更新する者 ⇒ 更新ア－１

・新しい経営事項審査の取得により、登録を更新する者で、決算期の変更、会社の

合併（分割）、経営事項審査の再審査等により、先の更新から６か月を超えない

うちに更新の申請をする業者 ⇒ 更新ア－２

（表中▲で表示された書類は、先の申請内容に変更がある場合に提出してください。）

・技術者数等の要件を満たしたことにより工種を追加する者 ⇒ 更新イ

・本要領２ページに記載の、主観的事項における加点対象審査項目に変更がある者

⇒ 更新ウ

提出書類の要・不要は、下表の取扱いのとおりとします。

区分 新規 更新ア（経審） 更新イ 更新ウ

提出書類 業者 ア－１ ア－２ （工種） (主観点変更)

ファイル（色） 水色 － － － －

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ ○ ○

(2) 主観的事項加点対象関係書類 該当者のみ ○ ○ ▲ － ○

(3) 工事経歴書 又は ○ ○ ▲ ○ －

完成工事の内訳明細書 （１年分）＊ （１年分）

(4) ア 技術職員名簿（秋田市独自様式） ○ ○ ○ ○ －

イ 市必須技術職員名簿

ウ 技術職員以外の職員の名簿 ○ ○ ○ － －

(5) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写） ○ ○ ○ － －

(6) 謄本等 ○ ○ ▲ － －

(7) 納税証明書 ○ ○ ▲ － －

(8) 社会保険料納入確認書 ○ ○ ▲ － －

(9) 誓約書 ○ ○ ○ ○ ○

(10) 解体工事関係書類 該当者のみ ○ ○ ▲ ○ －

(11) 管渠更生工事関係書類 申請者のみ ○ ○ ▲ ○ －

(12) 返信用封筒 郵送による申請者のみ ○ ○ ○ ○ ○

＊ 登録期間内に次期の更新をせず一度削除された場合、申請は更新業者と同じ扱いになりますが、

工事経歴書又は完成工事の内訳明細書は２年分提出してください。
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(1) 建設工事入札参加資格審査申請書（様式１－１）（以下「申請書」という。）

(2) 主観的事項加点対象関係書類（様式１－２）

本要領10～11ページに記載の審査基準にある、主観的事項の加点対象審査項目を申

請する場合は、本要領14ページを参考に、書類を提出してください。

※「災害時対応に係る社会的貢献の活動実績状況」は、様式２を添付

(3) 工事経歴書又は完成工事の内訳明細書

経営事項審査の際、秋田県に提出したものの写し。

新規および更新イの業者は２年分、更新アの業者は１年分を提出してください。

(4) ア 技術職員名簿（秋田市独自様式（様式３－１））

申請日現在の有資格技術者の氏名、資格等を反映したもの

イ 市必須技術職員名簿（様式３－２）

対象となる工種のみ作成し、資格の写しを添付してください。

対象工種 資 格 人 数

舗装 舗装施工管理技術者 ２人以上

路面表示 路面標示施工技能士 ２人以上

水道施設 配水管技能者 １人以上

防水 防水施工技能士 １人以上

解体 解体工事施工技士 １人以上

１級・２級土木施工管理技士(土木）

１級・２級建築施工管理技士(建築・躯体)
※

管渠更生 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 １人以上

（＝第二種酸素欠乏危険作業主任者）

※ １級・２級土木施工管理技士（土木）、１級・２級建築施工管理技士（建

築・躯体）のうち、平成27年度までに実施された技術検定の合格者は登録解

体工事講習修了証の写し又は１年以上の実務経験を証明する書類、平成28年

度以降実施の技術検定の合格者は技術検定合格証明書の写し

ウ その他職員の名簿（申請日現在）（様式４）

申請日現在の技術職員以外の職員数を記載したもの

(5) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写）

審査基準日から１年７か月を経過していないものに限ります。

(6) 謄本等（写し可）

ア 法人 登記事項証明書（申請日前３か月以内のもの）

イ 個人 身分証明書（申請日前３か月以内のもの）

(7) 納税証明書等（写し可）

ア 消費税の納税証明書（「その３ 未納税額のない証明用（その３の３でも可）」）

直近の事業年度のものを提出してください。

国税の納税証明書の請求・受取はe-Taxを使った電子申請が可能です。電子申

請を利用しない場合は税務署で発行してもらってください。

イ 秋田市に納めた法人市民税の納税証明書

直近の事業年度のものを提出してください。

個人営業の方は、個人市県民税の納税証明書（申請日において納期限が到来した

直近４期分）を提出してください。
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ウ 秋田市に納めた固定資産税の納税証明書

申請日において納期限が到来した直近４期分を提出してください。

固定資産税の課税額が０円のときは「課税証明書」、固定資産を有していないと

きは「資産がない証明書」の最新年度分を提出してください。

【直近４期分の考え方】

← 令和７年度分 → ← 令和８年度分 → ←

１期 ２期 ３期 ４期 １期 ２期 ３期 ４期 １期

☆申請

☆申請

☆申請

☆申請

☆申請

※納税証明書は、納付状況が反映されるまでに日数を要するためご注意ください。

エ 秋田市に納めた特別徴収分個人市県民税の領収証書等

登録業者が特別徴収義務者になっている場合、申請日において納付期限が到来し

ている分で直近３か月分を提出してください。

従業員が個々に納めている場合は「宣誓書（様式５）」を提出してください。

※ 特別徴収分個人市県民税の納税証明書は発行されません。

(8)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書（写し可）

申請日が属する月の、前々月末（休日等に当たるときは翌営業日）を納期限とする

分までの１２か月分の証明書を提出してください。

ア 健康保険料

年金事務所又は加入している健康保険組合等から、保険料納入証明（確認）書を

発行してもらってください。

イ 厚生年金保険料

年金事務所から、社会保険料納入証明（確認）書を発行してもらってください。

※ 年金事務所で適用除外を受けている場合でも、加入している健康保険組合等か

ら保険料納入確認書を発行してもらってください。

※ 従業員が５人未満で厚生年金保険の適用を受けていない個人事業所は、事業主

の国民健康保険および国民年金の納付が確認できる書類を提出してください。

(9) 誓約書（様式６）

(10) 解体工事業関係書類 経営事項審査の平均完成工事高又は審査対象事業年度の

完成工事高が500万円未満の場合

ア 審査対象事業年度の施工実績が500万円以上あることが分かる解体工事の実績の

契約書等の写し

イ (3)のうち、解体工事に該当する実績だけを別葉にしたもの

（11) 管渠更生工事関係書類（申請者のみ）

ア 必要機材（高圧洗浄車・管渠調査用ＴＶカメラ搭載車）の所有を証明する書類

イ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（＝第２種酸素欠乏危険作業主任者）の資格

等についての証明書類

ウ (3)のうち、管渠更生工事に該当する実績だけを別葉にしたもの
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エ ウで記載した実績の契約書等（500万円以上の施工実績）の写し

（12) 返信用封筒および切手（郵送で申請を行う場合）

郵送申請に対しては、申請書に収受印を押印したものの写しを名簿登載日に返送

しますので、郵便物料金分の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

14 記載要領（13～18ページの記入例を参照）

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書（様式１－１）

ア 許可番号 国土交通大臣 般

許可区分に応じ、 、 のいずれかを二重線で消してください。

秋田県知事 特

イ 業者番号

新規業者 ⇒ 記入しないでください。

更新業者 ⇒ 令和６年２月中に送付された「新電子入札システムへの更新に伴う

ログイン情報について（お知らせ）」又は電子入札システムの「登

録者情報」画面に記載されている業者番号を記入してください。

なお、業者番号が不明の場合は空欄にしてください。

ウ 業者名、代表者名、肩書名、住所

「代表者名」の欄は、姓と名の間を１文字分のスペースを空けて、左詰めで記入

してください。また、フリガナも併せて記入してください。

エ 郵便番号、電話番号、ＦＡＸ番号、e-mailアドレス

正確に記入してください。

オ 申請工種

(ｱ) 入札参加資格の審査を申し出る工種について、申請欄に○をしてください。

なお、許可を取得していない工種および経営事項審査を受けていない工種につ

いては申請できません。

(ｲ) 審査を申し出る工種について、経営事項審査の総合評定値（Ｐ）を記入してく

ださい。

一般土木工事については、「土木工事」と「とび・土工工事」で該当するもの

を記入してください。

(ｳ) 審査を申し出る工種について、経営事項審査の平均完成工事高を記入してくだ

さい。ただし、平均完成工事高が500万円未満であっても、審査対象事業年度の

完成工事高が500万円以上となる場合は、審査対象事業年度分の工事経歴書（工

種ごと）の合計請負代金額を記入してください。

(ｴ) 技術職員数

申請する工種ごとに、経営事項審査で認定された資格の所有者数を記入してく

ださい。

経営事項審査後に技術職員に増減があるときは、申請日現在の資格者数を記入

したうえで、以下の(4)アと一致することを確認してください。

「市必須」は秋田市で定めた技術者要件です。12ページの「技術者保有要件」

に従って有資格者数を記入してください。

カ 取引金融機関（振込口座）欄（現金で契約保証金を納付する者のみ）

秋田市および秋田市上下水道局からの支払等に使用する金融機関を記入してくだ

さい。
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※契約の保証を完成保証人、金融機関の保証等にする場合は記入が不要になります。

なお、記入した場合は取引金融機関（振込口座）欄の変更があった場合に変更届

の提出が必要になります。

キ 審査基準日

経営事項審査の審査基準日を記入してください。

ク 有効期間満了日

経営事項審査の審査基準日より１年７か月後の前日を記入してください。

ケ 担当者

申請書を作成した者の氏名および連絡先を必ず記入してください。

(2) 主観点算出基準審査項目（様式１－２）

主観点算出基準審査項目の取得に関する事項を記入してください。

「災害時対応に係る社会的貢献の活動実績状況」を申請する場合は、様式２を併せ

て添付してください。

(3) 工事経歴書又は完成工事の内訳明細書

経営事項審査の際に秋田県に提出したものの写しを使用してください。

(4) 名簿

ア 技術職員名簿（秋田市独自様式（様式３－１））

イ 市必須技術職員名簿（様式３－２）

※ 対象となる工種のみ作成してください。

ウ その他職員の名簿（様式４）

※ 申請日現在の所属者が反映されたものを提出してください。

15 提出書類のファイリング方法

新規業者は、13の(1)～(11)までを番号順にＡ４縦のファイルに綴じて提出してくだ

さい。

更新業者は、ファイルは不要ですので、書類一式をクリップ留めにして提出してくだ

さい。

(1) ファイルの色は水色を使用してください。

(2) ファイルの表紙および背表紙に、必ず商号・名称を記入してください。

【記入例】

※ ファイルについては『グリーン購入法適合』

の仕様を推奨します。

16 申請書記載事項の変更届

申請後、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに変更届を提出してく
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ださい。

(1) 商号又は名称、住所および郵便番号

(2) 電話番号、ＦＡＸ番号およびe-mailアドレス

(3) 代表者の氏名

(4) 技術職員名簿等の内容

(5) 取引金融機関（現金で契約保証金を納付する者のみ）

(6) その他申請内容に係る変更事項

なお、変更届の様式および添付書類については、秋田市ホームページをご覧ください。

○変更届（ページ番号 1002076）

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/kouzi-nyusatsu-keiyaku/1002187/1002076.html

17 秋田市電子入札システム業者番号等のログイン情報について

新規業者は、名簿登載日に、電子入札システムに参加するための業者番号等を申請書

に記載のあったメールアドレスへ通知します。メールアドレスを記載の際は、お間違え

のないようご注意ください。

18 電子入札システムについて

令和６年４月から「電子入札コアシステム」を基盤とした新システムへと変更してい

ます。新電子入札システムおよびＩＣカードの購入については、秋田市ホームページを

ご覧ください。

○ 電子入札システムへの入り口（ページ番号 1010194）

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/e-bidding/1010194.html
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審　査　基　準
（ 別 表 １ ）

客
観
的
事
項

経営規模

経営事項審査の審査項目
経営状況

技術力

その他の審査項目

主
観
的
事
項

経営事項審査の審査対象事業年度
完成工事高又は平均完成工事高

いずれも５００万円未満の場合は登録しない

（一般土木については「土木」と「とび・土工・コンクリー
ト」を合算して満たしている者は可とする）

解体工事
　左記および上記のほか、審査対象事
業年度の施工実績が５００万円未満の
場合は登録しない

管渠更生工事

 一般土木工事に登録のない者は登
録しない

　必要機材（高圧洗浄車・管渠調査用
ＴＶカメラ搭載車）を保有しない者は
登録しない

　審査対象事業年度施工実績又は平
均（２年又は３年）施工実績がいずれ
も５００万円未満の場合は登録しない

納税状況 滞納がある者の入札参加資格を認めない

社会保険料納付状況 滞納がある者の入札参加資格を認めない

（社会保険に加入すべき者が未加入のときは、滞納と
同様であるとみなす）

品質マネジメントシステム（ＩＳＯ
9001）認証取得状況

　　認証取得している場合は加点 １０点

①環境マネジメントシステム（ＩＳＯ
14001）認証取得

　　①を認証取得している場合は加点 １０点

②環境マネジメントシステム（エコア
クション21）認証取得

　　②を認証取得している場合は加点 １０点

③あきた環境優良事業所認定制度
（ステップ２）認証取得状況

　　③を認証取得している場合は加点   ５点

※①～③のいずれか 　　※①～③の重複加点は行わない

①労働安全衛生マネジメントシステム
（ISO45001）認証取得　　　又は

　　①を認証取得している場合は加点 １０点

②建設業労働安全衛生マネジメントシ
ステム（COHSMS:コスモス）認証取得
状況

　　②を認証取得している場合は加点 １０点

　　※①と②の重複加点は行わない

建設キャリアアップシステム
（ＣＣＵＳ）登録状況

　　事業者登録している場合は加点 １０点

- 10 -



令和８年度市内工事業者用

※　注意事項

（注１）

①　災害発生時の公共管理施設への緊急出動
②　災害発生時の物資の調達・運搬等の支援
③　防災パトロールへの協力
④　緊急時・災害時の活動実績

（注２） 秋田市（上下水道局を含む。）と個別又は組合もしくは協会等の団体との協定の締結。

（注３）

（注４）

主
観
的
事
項

①災害時対応に係る社会的貢献
の活動実績状況　（注１）

①の活動実績が有る場合は加点   ５点

②秋田市（上下水道局含む。）との
災害発生時の復旧等活動に関す
る協定締結状況　 （注２）

②の協定を締結している場合は加点   ２点

　　※①と②の重複加点は行わない

秋田市消防団協力事業所の認定
状況

事業所認定が有る場合は加点   ５点

障がい者の雇用状況　（注３） 障がい者雇用が有る場合は加点   ５点

秋田県が実施する男女共同参画
職場づくり事業における加点対象
者認定状況

認定が有る場合は加点   ５点

①次世代育成支援対策推進法に
基づく企業認定状況

    企業認定が有る場合は加点   ５点

保護観察対象者等の協力雇用主
としての状況

　　①に該当する場合は加点   ５点

①協力雇用主として登録し、保護
観察対象者等を雇用

　　②に該当する場合は加点   ３点

②協力雇用主として登録　（注４） 　　※①と②の重複加点は行わない

エイジフレンドリーパートナーとして
の登録状況

登録が有る場合は加点   ５点

　保護観察対象者等の雇用は、雇用期間が１年以上ある場合に加点対象とする。

　 災害時対応は、申請日前過去５年間に、秋田市内の施設等において、無償又は有償を
問わず、次の活動実績について、行政機関や公共的団体等からの認定（証明）を受けたも
のを加点対象とする。

   障がい者とは、次の手帳の交付を受けている者をいう。
・身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に基づく身体障害者手帳
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に基づく精神障
　害者保健福祉手帳
・療育手帳制度要綱（昭和48年厚生省発児第156号）に基づく療育手帳

　 障がい者の雇用状況は、１週間の所定労働時間が２０時間以上で、１年以上継続して
雇用されている場合に加点対象とする。

　 保護観察対象者等とは、更生保護法第４８条に規定する保護観察中の者又は同法第
８５条に規定する更生緊急保護中の者をいう。

　協力雇用主とは、保護観察中であること等を承知した上で雇用に協力する事業主をいう。
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工　　　　種 技　術　職　員　の　資　格　等 人　　　　　数
　
　　１級・２級土木施工管理技士（土木）

　　１級・２級建設機械施工管理技士（第１種から第６種まで）

　　１級・２級建築士　

　　１級・２級建築施工管理技士（建築）

　　１級・２級電気工事施工管理技士

　　電気主任技術者

　　電気工事士

管 　　１級・２級管工事施工管理技士

　　１級土木施工管理技士

　　１級建築士

　　１級・２級建築施工管理技士（躯体）

路面表示 　　路面標示施工技能士

　　１級・２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）　　　

　　１級・２級建築施工管理技士（仕上げ）

　　１級・２級塗装技能士（建築塗装又は鋼橋塗装）

造　　　園 　　１級・２級造園施工管理技士

　　１級・２級土木施工管理技士（土木）

　　１級・２級建設機械施工管理技士（第１種から第６種まで）

水道施設 　　経審技術職員区分　１級・２級・その他
２人以上、

かつ配水管技能者１人以上

防　　　水 　　経審技術職員区分　１級・２級・その他
２人以上、

かつ防水施工技能士１人以上

　　１級・２級土木施工管理技士（土木）（注１）

　　１級・２級建築施工管理技士（建築・躯体）（注１）

　　解体工事施工技士

管渠更生
（注２）

　　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（＝第二種酸素欠乏危険作業主任者） １人以上

吹　　　付

内装仕上

機械器具設置

電気通信

さ　く　井

建　　　具

清掃施設

※技術者保有条件の審査基準日は、本市に入札参加資格審査申請書を提出した日とする。

※各工種ごとに建設業法で規定する建設業の種類別技術者資格要件に合致する「技術士」も人数に含めてよい。

※「舗装施工管理技術者」「配水管技能者」「解体工事施工技士」「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」「防水施工技能士」につい

　ては、その資格保有者が工種ごとに必要とされる他の資格を取得している場合には、同一人の名で重複計上しても差し支えない。

※配水管技能者とは、（社）日本水道協会により取得した資格をいう。

(注１)平成27年度までに実施された技術検定の合格者については、登録解体工事講習修了者又は合格後解体工事に関し

    １年以上の実務経験がある者に限る。

(注２)管渠更生工事の登録については、本市の一般土木工事に登録されることが前提条件となる。

技　 術 　者　 保　 有 　条　 件

（ 別 表 ２ ）

一般土木

２人以上

建築一式

電　　　気

鋼構造物

一般塗装

舗　　　装
２人以上、

かつ舗装施工管理技術者２人以上

解　　　体 １人以上

　　経審技術職員区分　１級・２級・その他 ２人以上
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 般
―第 号

特 ※新規業者は記入しないでください。

　　秋田市で行われる建設工事に係る入札に参加する資格の審査を申請します。
　　なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

◇

◇「１　一般土木工事」に登録していること。

管渠更生工事
20

土
木

印
19

○ 682 7,210 2解体工事

18
清掃施設工事

（申請代理人・作成行政書士）
℡

17
建具工事

― ２２２２

16
内装仕上工事

連絡先℡ ８６３

所属部署
営業課

15
防水工事

担当者氏名
秋田　次郎

14
水道施設工事

※審査基準日より１年７ヵ月後の前日

13
さく井工事

月 29 日

12
造園工事 ○ 721 21,000 2 2

有効期間
満了日

令和 ９ 年 4

月 30 日

11
電気通信工事

審査基準
日

令和 ７ 年 910
機械器具設置

工事

口座名義人 秋田市建設株式会社

9
路面表示工事

塗
装

フリガナ アキタシケンセツ（カ

8
一般塗装工事

7

7
舗装工事

1 2 3 4 5 6口座番号
右詰で記
入すること

２　当座
３　その他（　　　　　　　　　）

6
鋼構造物工事

預金種別
１　普通

支店名 ☆☆☆支店

5
管工事

4
電気工事

金融機関
名 ○○○銀行

取引金融機関（振込口座）

3
吹付工事

と
び

2
建築一式工事

2 1
と
び

１級 ２級 その他 市必須

1
一般土木工事 ○

土
木 700 10,500

e-mailアドレス ro-fncn@city.akita.akita.jp

　【申請工種】　申請する工種について、申請欄に○をすること。
ただし完成工事高が500万円未満の工種は申請できません。

工事名
申
請

総合評定
値(P)

完成工事高（千
円）

技術職員数（人）

― 2222 ＦＡＸ番号 863 ― 7284郵便番号 010 ― 8560 電話番号 863

号一 丁 目 1 番 1
住所

秋 田 市 山 王

役
フリガナ アキタシサンノウ１－１－１

肩書名
代 表 取 締

代表者名
秋 田 太 郎

フリガナ アキタ　タロウ フリガナ ダイヒョウトリシマリヤク
式 会 社

9

フリガナ アキタシケンセツ（カ）

業者名
秋 田 市 建 設 株

0 0 9 9 9 91 日 業者番号※ 0 0 0許可年月日 令和 7 年 10 月

（宛先）　秋田市長　

許 可 番 号
 国 土 交 通 大 臣

許可 7 ０９９９９
秋 田 県 知 事

（記入例）
（様式１－１）               建設工事入札参加資格審査申請書

令和 8 年 4 月 1 日

更新業者は業者番号を
記入してください。

姓と名の間に１マス空け
て、左詰めで記入してくださ
い。

令和４年度から、完成工事高が
500万円以上の工種について
申請できるようになりました。

舗装施工管理技術者
の人数を記入

路面標示施工技能士
の人数を記入

担当者名、
所属部署
連絡先
を必ず記入してください。

配水管技能者の人数
を記入

防水施工技能士の
人数を記入

解体工事施工技士、登録
解体工事修了者等の人数
を記入

酸素欠乏・硫化水素危険作業
主任者（＝第二種酸素欠乏危
険作業主任者）の人数を記入
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（提出書類）
①　…　品質マネジメントシステム（ＩＳＯ9001）を認証取得していることが確認できる書類の写し

②　…　環境マネジメントシステム（ＩＳＯ14001）を認証取得していることが確認できる書類、
 　  　　 環境マネジメントシステム（エコアクション21）を認証取得していることが確認できる書類、又は、
　　　　　あきた環境優良事業所（ステップ２）に認定されていることが確認できる書類のいずれかの写し

③　…　労働安全衛生マネジメントシステム（ＩＳＯ45001）を認証取得していることが確認できる書類の写し、
　　　　　又は、建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS:コスモス）を認証取得していることが確認できる書類の写し

④　…　建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）に事業者登録していることが確認できる書類の写し

　　　　　　　 提出書類は、企業の災害時対応に係る社会的貢献の実績申請書　（※様式２）　および対応状況写真等　

⑦　…　障がい者とは、次の手帳の交付を受けている者をいう。

　　　　　障がい者の雇用状況は、１週間の所定労働時間が２０時間以上で、１年以上継続して雇用されていることを
　　　　　加点対象とする。
　　　　　提出書類は、１週間の所定労働時間が２０時間以上で、１年以上継続して雇用されていることを確認できる
　　　　　書類（雇用保険被保険者証等）の写しおよび身体障害者等手帳の写し

⑧　…　秋田県から通知される「男女共同参画職場づくり事業に係る確認について（通知）」の写し　

⑨　…　次世代育成支援対策推進法に基づく企業に認定されていることが確認できる書類の写し　

             (ｲ) 災害発生時の物資の調達・運搬等の支援
　　 　　　  (ｳ) 防災パトロールへの協力

             (ｴ) 緊急時・災害時の活動実績

 　　　　イ　災害発生時の復旧等活動に関する協定の締結を確認できる書類の写し
　　　　　　　ただし、組合又は協会等の団体として秋田市（上下水道局を含む。）と協定を締結している場合は不要

⑥　…　秋田市消防団協力事業所又は総務省消防庁消防団協力事業所の表示証証明書もしくは表示証交付書の写し

・身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に基づく身体障害者手帳
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に基づく精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳制度要綱（昭和48年厚生省発児第156号）に基づく療育手帳

⑩　…　秋田保護観察所が発行する証明書（原本）

⑪　…　秋田市エイジフレンドリーパートナー登録証の写し

40 点

⑩

⑤　… ア　災害時対応は、申請日前過去５年間に、秋田市内の施設等において、無償又は有償を問わず、次の
              活動実績について、行政機関や公共的団体等からの認定（証明）を受けたものを加点対象とする。
             (ｱ) 災害発生時の公共管理施設への緊急出動

⑪ エイジフレンドリーパートナー登録の有無 　有 無 5 点

協力雇用主として登録 　有 無 3 点 合　計

協力雇用主として登録し、保護観察対象者等
を雇用

　有 無 5 点

又は

⑨
次世代育成支援対策推進法に基づく企業認
定の有無

　有 無 5 点

⑧
秋田県が実施する男女共同参画職場づくり
事業における加点対象者認定の有無

　有 無 5 点

⑦ 障がい者雇用の有無 　有 無 5 点

⑥ 秋田市消防団協力事業所認定の有無 　有 無 5 点

災害発生時の復旧等活動に関する協定締結
の有無

　有 無 2 点

⑤

災害時対応に係る社会的貢献の活動実績
の有無

　有 無 5 点

又は

④ 建設キャリアアップシステム(ＣＣＵＳ)登録状況 　有 無 10 点

建設業労働安全衛生マネジメントシステム
（COHSMS:コスモス）認証取得

　有 無 10 点

のいずれか

③

労働安全衛生マネジメントシステム
（ＩＳＯ45001）認証取得

　有 無 10 点

又は

10 点

あきた環境優良事業所（ステップ２）認定 　有 無 5 点

点

②

環境マネジメントシステム（ＩＳＯ14001）認証取得 　有 無 10 点

環境マネジメントシステム（エコアクション21）認
証取得

　有 無

主観点算出基準審査項目

① 品質マネジメントシステム（ＩＳＯ9001）認証取得 　有 無 10

令和８年度市内工事業者用

（記入例）
（様式１－２）

-  14  -



令和８年度市内工事業者用

(記入例）

（所属・役職名） ●　●

（ 氏 名 ） ●　●　●　●

（ 電 話 番 号 ） ●●●－●●●●

　　　　行政機関や公共的団体等からの認定（証明）を受けた活動実績を加点対象とする。

（様式２）

企業の災害時対応に係る社会的貢献の実績申請書

業者名：　　●●●●株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　

該 当 項 目

　　過去５年間の災害時対応に係る社会的貢献

　　   　 (1) 災害発生時の公共管理施設への緊急出動

　　   　 (2) 災害発生時の物資の調達・運搬等の支援

　　   　 (3) 防災パトロールへの協力

　　　 　 (4) 緊急時・災害時の活動実績

　　 　※該当する項目に　 　 印を記入してください

場  　　　　　　所 　●●

施  　　設   　名 　●●

対  応 日 時 　●●

   対  応  実  施  時  の
   事前連絡先

　●●

　 対　   応   　内   　容
   （ 具 体 的 に ）

　●●

対 応 状 況 写 真 等 　　　　 有り　      　　 無し

【災害時における社会的貢献活動証明欄】

　　　上記申請内容に相違なく、当該災害時の活動が地域住民の生活に貢献するものであったことを
　 証明します。

証　　　明　　　者

　　（証明する方が自署してください）

 注１：災害時対応は、申請日前過去５年間に、秋田市内の施設等において、無償又は有償を問わず、

 注２：場所は、対応した箇所付近の住所を記載すること。

　　　  対応状況写真等を添付すること。

 注３：施設名は、対応した施設、道路、河川、急傾斜地等の具体的名称を記載すること。

　　　　例）市道○○線、普通河川○○川

 注４：対応の具体的内容

　　　　例）通行不能箇所の封鎖、交通誘導、崩土の除去、規制看板等の設置などに関して、

　　　　　 　対応内容および対応した人数、機械、資材等について具体的に記載すること。

 注５：対応状況について

ﾚ

ﾚ

ﾚ
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令和８年度市内工事業者用

（記入例）

　（様式３－１）

商号又は名称    秋田市建設（株）

（入札参加資格申請用）

氏　　　名 フリガナ 生年月日 資　　　格 資　　　格 資　　　格 資　　　格 監理 保有業種

1 秋田　太郎 アキタ　タロウ 昭和20年1月1日 １級土木施工管理技士 １級建築施工管理技士 １級管工事施工管理技士 １級造園施工管理技士 有

2 秋田　次郎 アキタ　ジロウ 昭和23年2月2日 １級建設機械施工管理技士 ２級建築（躯体） 鋼橋塗装１級技能 建築塗装１級技能 有

3 中通　三郎 ナカドリ　サブロウ 昭和30年3月3日 1級電気工事施工管理技士 第１種電気工事士 イ該当（３・５年） 有 機械

4 南通　四郎 ミナミドオリ　シロウ 昭和33年4月4日 ２級土木（土木） ２級建築（建築） 第２種電気工事士 ロ該当（１０年） 無 通信

5 川尻　五郎 カワシリ　ゴロウ 昭和44年5月5日 ２級土木（鋼構） ２級建築（仕上） 路面表示施工 ２級舗装施工管理 無

6 塩口　六郎 シオグチ　ロクロウ 昭和55年6月6日 ２級建築士 防水施工１級技能 無

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※申請工種に関わる資格を記入してください。

※実務経験による資格の場合は、資格欄にイ該当（３・５年）又はロ該当（１０年）等と記載の上、保有業種欄に資格の種類がわかるように記載してください。

※２級土木工事施工管理技士又は２級建築施工管理技士については、それぞれの種別（土木・鋼構造物塗装・薬液注入又は建築・躯体・仕上げ）を記載してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技　　術　　職　　員　　名　　簿
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令和８年度市内工事業者用

（記入例）

 （様式３－２）
（昭和20年1月1日生の場合） 商号又は名称    秋田市建設（株）

（市町村）

3 2 0 0 1 0 1

3 2 3 0 2 0 2

3 3 0 0 3 0 3

3 3 3 0 4 0 4

3 4 4 0 5 0 5

3 5 5 0 6 0 6

3 2 2 0 7 0 7

※この様式には「建設工事入札参加資格審査申請書」の技術職員数「市必須」欄に該当する技術者を記載すること。

市　　必　　須　　技　　術　　職　　員　　名　　簿

氏　名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 氏　　名(漢字）
生　　年　　月　　日 住　　　所

合格証　･　免許証等の名称
（1ｹﾀめに大正は２、昭和は３、平成は４と記入）

ｱｷﾀ　ﾀﾛｳ 秋　田　太　郎 秋田市 舗装施工管理技術者

〃 〃 〃 路面標示施工技能士

〃 〃 〃 登録解体工事講習修了証

ｱｷﾀ　ｼﾞﾛｳ 秋　田　次　郎 〃 配水管技能者

〃 〃 〃 解体工事施工技士

ﾅｶﾄﾞｵﾘ　ｻﾌﾞﾛｳ 中　通　三　郎 〃 １級土木施工管理技士（H28.6.1取得）

〃 〃 〃 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

ﾐﾅﾐﾄﾞｵﾘ　ｼﾛｳ 南　通　四　郎 〃 配水管技能者

ｶﾜｼﾘ　ｺﾞﾛｳ 川　尻　五　郎 〃 舗装施工管理技術者

ｼｵｸﾞﾁ　ﾛｸﾛｳ 塩　口　六　郎 潟上市 防水施工技能士（アスファルト防水）

ﾂﾊﾞｷ　ｼﾁﾛｳ 椿　　　七　郎 男鹿市 防水施工技能士（シーリング防水）
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令和８年度市内工事業者用

（記入例）
（様式４）

（入札参加資格申請用）

氏名 フリガナ 生年月日 住所（市町村） 業務区分

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

記載要領

１） 技術職員名簿に記載した職員以外の職員について、兼業職員を含めて全員記入してください。

２） 業務区分欄は、次のとおり記入してください。

・役員　･･･　当該役職名

・建設業に従事する職員　･･･　実際に行っている業務（営業、経理、技術職員、作業員等）

・兼業事業に従事する職員　･･･　「兼業」

その他職員名簿
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令和８年度市内工事業者用

（記入例）

（様式５）

（宛先）秋田市長

  上記に相違ありません。

令和○年○○月○○日

　　　　　　　　 申請者　 商 号 ・ 名 称 □□□□□□□□

代 表 者 名 △△△△△　□□　□□

※　本宣誓書は、入札参加資格審査のみに使用されます。

宣　　誓　　書

　　当社は、従業員の個人市民税および個人県民税にかかる特別徴収義務者ではありま
せん。

※　従業員が個人ごとに、個人市民税および個人県民税を納めている場合は、本宣誓書を作成の上、入札参加資格審
　査申請書と一緒に提出してください。
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令和８年度市内工事業者用

（記入例）

（様式６）

（宛先）秋田市長

令和○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　申請者 商 号 ・ 名 称 □□□□□□□□

　　　　　　　　　　　 代 表 者 名 △△△△△　□□　□□

誓　　約　　書

  当社は、秋田市建設工事入札参加資格審査申請にあたり、資格審査申請要領を遵守
し、一切の虚偽の申請がないことを誓約します。
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